
22011107

円

（うち消費税及び地方消費税の額 ）

随意契約の場合の
相手方の選定理由 別添のとおり

備 考

受 注 者

住 所 宇部市寿町三丁目５番２３号

商 号 又 は 名 称 前田産業　株式会社

代 表 者 代表取締役　前田　吉孝

契 約 金 額
１,６２８,０００

148,000円

工 事 種 別 とび・土工・コンクリート

工 事 概 要 別添のとおり

契 約 日 令和 4年 6月13日

工 期
着 工 時 期 令和 4年 6月13日

完 成 時 期 令和 4年 7月29日

工 事 場 所 宇部市恩田町四丁目他地内

令和4年度 契約締結状況

予算担当課 文化振興課 工事担当課 公園緑地課

工 事 番 号 契約区分 随意契約

工 事 名 新庁舎に係る彫刻移設工事



選定理由

工事概要

新庁舎建設に伴う彫刻作品の移設(１作品)

　本工事について、令和４年５月１３日に指名競争入札を実施したところ、
別紙のとおり全指名業者が辞退であり、入札不調となりました。
　このことから、業者に聞取り調査を実施したところ、このうちの一社から
「受注意思あり」との回答を得ました。
　つきましては、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号により、受
注の意思を示した前田産業株式会社と随意契約を実施するものです。




